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命 令 書 

 

       

 申 立 人  Ｘ組合 

        代表者 執行委員長 Ａ 

  

       

 被申立人  Ｙ１会社 

              代表者 代表取締役 Ｂ１ 

 

       

 同  上  Ｙ２会社 

              代表者 代表取締役 Ｂ２ 

 

 上記当事者間の沖労委平成31年(不)第２号Ｙ１会社、Ｙ２会社事件について、

当委員会は、令和２年７月９日第401回公益委員会議において、会長公益委員藤田

広美、公益委員宮尾尚子、同井村真己、同上江洲純子及び同田島啓己が出席し、

合議の上、次のとおり命令する。 

 

主   文 

 

１ 申立人の申立てのうち、平成30年３月26日以前の団体交渉申入れに係る申立

てについては却下する。 

２ 申立人のその余の申立てを、いずれも棄却する。 

 

理   由 

 

第１ 請求する救済内容の要旨 

１ 被申立人Ｙ１会社は、申立人Ｘ組合（以下「組合」という。）が結成時か

ら申入れを続けてきた就業時間内・就業施設内での団体交渉に応じること。 

２ Ｙ１会社及び被申立人Ｙ２会社は、組合の執行委員長であるＡに対する平
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成30年３月31日付け雇止め（以下「本件雇止め」という。）を取り消し、原

職であるＹ２会社のコールセンター業務に復帰させ、本件雇止めの日から復

職するまでの間の賃金相当額を同人に支払うこと。 

 

第２ 事案の概要等 

１ 事案の概要 

本件は、Ｙ１会社が労働者派遣契約に基づきＹ２会社に対して労働者を派

遣していたところ、Ｙ１会社の労働者らで組織される組合が、組合の執行委

員長であるＡの雇止めにつき、Ｙ１会社及びＹ２会社による労働組合法（以

下「労組法」という。）第７条第１号の不利益取扱いに該当するとして、ま

た、組合結成時からの組合による団体交渉申入れに対するＹ１会社の対応が

労組法第７条第２号の団体交渉拒否に該当するとして、救済を申し立てた事

案である。 

 ２ 前提となる事実 

以下の事実は、証拠（甲１（枝番含む）、甲10、甲11、甲17、乙１、乙７、

乙８、乙10）、当委員会に顕著な事実及び審査の全趣旨によって容易に認め

られる事実である。 

  ⑴  被申立人ら 

ア Ｙ１会社は、コールセンターへの人材派遣等を業とする株式会社であ

る。 

イ Ｙ２会社は、自動車保険、火災保険等の保険業務を業とする株式会社

である。 

ウ Ｙ１会社は、Ｙ２会社との間で、労働者派遣事業の適正な運営の確保

及び派遣労働者の保護等に関する法律に基づき労働者派遣契約を締結し、

Ｙ２会社に対し、労働者を派遣していた。 

Ｙ２会社は、Ｃセンター内の事業所（以下「Ｂ３事業所」という。）

において、コールセンター業務を行っていたところ、Ｂ３事業所へも、

Ｙ１会社からコールセンター業務に従事する労働者が派遣されていた。 

⑵ 申立人等 

ア 組合は、平成24年２月12日、Ｙ１会社（当時の商号 Ｙ３会社）に勤

務する非正規労働者によって組織された労働組合である。執行委員長は

Ａであり、Ｙ１会社からＹ２会社への派遣労働者を含む複数の組合員に
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より構成されている。 

イ Ａは、契約社員としてＹ１会社と労働契約を締結し、Ｙ１会社からＹ２

会社のＢ３事業所へ派遣労働者として派遣されていた者である。 

  ⑶ ＡとＹ１会社との間の労働契約について 

ＡとＹ１会社は、平成21年６月１日以降、勤務場所をＢ３事業所、業務

内容をコールセンター関連業務として、賃金その他の労働条件を定めた有期

労働契約を次のとおり締結してきた。 

ア 平成21年６月１日付け、平成21年６月１日から同年８月31日まで。 

イ 平成21年７月29日付け、平成21年９月１日から同22年３月31日まで。 

ウ 平成22年２月25日付け、平成22年４月１日から同23年３月31日まで。 

エ 平成23年２月17日付け、平成23年４月１日から同24年３月31日まで。 

オ 平成24年２月28日付け、平成24年４月１日から同25年３月31日まで。 

カ 平成25年２月26日付け、平成25年４月１日から同年９月30日まで。 

キ 平成25年６月７日付け、カの終期を平成26年３月31日までに変更。 

ク 平成26年２月27日付け、平成26年４月１日から同27年３月31日まで。 

ケ 平成27年２月27日付け、平成27年４月１日から同28年３月31日まで。 

コ 平成28年２月27日付け、平成28年４月１日から同29年３月31日まで。 

サ 平成29年２月６日付け、平成29年４月１日から同30年３月31日まで。 

シ 上記アないしコの各労働契約においては、更新について、各労働契約

書第19条第２項において、同項各号のいずれにも該当しない場合には、

契約を更新するものとするとされ、同項各号として、契約期間満了時の

業務量による判断、労働者の勤務成績、態度による判断、労働者の能力

による判断、会社の経営状況による判断、その他が規定されていた。 

ス 上記サの労働契約（以下「本件労働契約」という。）においては、更

新について、同労働契約書第19条第２項において、本契約は自動更新で

はなく、労働者が更新を申し出た場合において、Ｙ１会社が同項各号の

いずれにも該当すると判断した場合に限り、本契約を更新することがで

きるものとし、更新されない場合は、本契約は期間満了により終了する

ものとすると規定され、同項各号として、契約期間満了時の業務量によ

る判断、労働者の勤務成績、態度による判断、労働者の能力による判

断、会社の経営状況による判断、その他が定められ、また、同項第５号

として、下記の定めがされていた。 
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「限定正社員登用試験による判断 

 下記の対象期間に実施される限定正社員登用試験において合格した

とき。なお、受験は各社員１回限りとし、再試験は実施しない。 

 ２０１７年４月１日から２０１８年３月３１日」 

⑷ 限定正社員制度について 

     平成28年12月ころ、Ｙ１会社は、労働契約法の改正によるいわゆる無期

転換ルールに対応するため、限定正社員制度を導入することとした。 

平成29年１月25日、Ｙ１会社は、Ｂ３事業所にて、契約社員らに対し、

限定正社員制度の導入に関する説明会を開催した。 

Ｙ１会社が導入した限定正社員制度の内容は、雇用契約期間を無期、異

動・赴任命令なし（所属プロジェクト、所属部門、勤務地限定）、賞与年

２回支給、資格試験費用補助、特別有給休暇等の福利厚生ありとする限定

正社員を設け、契約社員又はパートタイム社員のうち次回の労働契約更新

時に勤続５年超が見込まれる者を対象に、限定正社員登用試験を実施し、

同試験に合格する者を限定正社員として登用するというものである。 

Ｙ１会社は、Ｂ３事業所の契約社員らに対し、上記のような限定正社員

制度の内容を説明し、また、同試験に不合格となる者は契約期間満了によ

り労働契約終了となることを説明した。 

Ａは、上記説明会において、限定正社員制度及び同登用試験に反対し、

無条件に正社員として雇用すべきである旨の意見を述べた。 

⑸ Ａに対する限定正社員登用試験について 

平成29年10月19日、Ｙ１会社は、Ａに対する限定正社員登用試験を行う

こととしたが、Ａは、組合の指名を受けてストライキを行うとし、同試験

を受けなかった。 

  ⑹ 本件雇止めの通知について 

平成30年２月20日、Ｙ１会社は、Ａに対し、Ａが限定正社員登用試験を

受験せず、同試験に合格しなかったことを理由として、Ａとの労働契約を

更新せず、本件労働契約は同年３月31日をもって期間満了により終了する

ことを通知した（本件雇止め）。 

⑺ 組合とＹ１会社との団体交渉について 

組合は、平成24年２月12日の組合結成以降、Ｙ１会社に対し、複数回に

わたり団体交渉を申し入れているが、団体交渉の日時及び場所について、
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組合は就業時間内・就業施設内での団体交渉を求めるのに対し、Ｙ１会社

は就業時間内・就業施設内での団体交渉には応じられないが、就業時間外

・就業施設外での団体交渉には応じると回答しており、これまで団体交渉

は開催されていない。 

 ⑻ 従前の紛争の経過 

   ア 平成27年３月27日、組合は、結成時からの団体交渉申入れに対するＹ

１会社の対応等が不当労働行為に当たるとして、当委員会に救済申立て

をした（以下「前回事件」という。）。 

イ 平成29年12月13日、当委員会は、平成26年３月26日以前の団体交渉申

入れに係る申立てについては却下し、その余の申立てについてはいずれ

も棄却する命令を発した。そのうち、組合からの団体交渉申入れに対す

るＹ１会社の対応が団体交渉拒否に該当するかとの争点については、組

合の団体交渉の申入れに対しては、Ｙ１会社は、就業時間内外及び就業

施設内外という点で組合の要請とは異なるものの、組合との団体交渉の

開催実現に向けて誠実に努力していたと評価できるというべきであり、

労組法第７条第２号の団体交渉拒否には該当しないと判断した。 

ウ 組合は、同命令に対し、中央労働委員会への再審査申立て及び裁判所

への取消訴訟提起のいずれもしなかったため、同命令は確定した。 

３ 争点 

⑴ 本件雇止めにつきＹ２会社が労組法第７条の使用者に該当するか（争点

１） 

⑵ 本件雇止めが労組法第７条第１号に該当するか（争点２） 

⑶ 組合からの団体交渉申入れに対するＹ１会社の対応が労組法第７条第２

号に該当するか（争点３） 

４ 争点に対する当事者の主張の要旨 

⑴ 本件雇止めについてのＹ２会社の労組法第７条の使用者該当性（争点１）

について 

（申立人の主張） 

Ｙ１会社を派遣元とする派遣労働者の労働条件の決定に関して派遣先で

あるＹ２会社が影響を与えないということはありえず、雇止めの判断に関

しても大きな影響を及ぼすことが可能であり、Ｙ２会社は労組法第７条の

使用者である。 
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（被申立人らの主張） 

Ａに対する本件雇止めは、Ｙ１会社とＡとの間の有期労働契約に基づ 

くものであり、Ｙ２会社は一切関わっていない。したがって、Ｙ２会社

は、Ｙ１会社と同視できる程度に現実的かつ具体的に支配・決定できる地

位にはなく、労組法上の使用者に当たらない。 

⑵  本件雇止めの労組法第７条第１号該当性（争点２）について 

（申立人の主張） 

ア Ａは、Ｙ１会社と平成21年に労働契約を締結してから、合計10回の契

約更新を行ってきたのであり、当該労働契約は労働契約法第19条第１号

及び第２号に該当するものである。Ｙ１会社が限定正社員制度を導入し、

本件労働契約の更新事由として、限定正社員登用試験に合格することを

新たに加えたことは、同条第１号及び第２号に違反している。 

イ Ｙ１会社は、平成30年４月１日から発生する無期転換申込権をはく奪

する意思をもって、全契約社員を対象に限定正社員制度を導入したので

あり、同制度は労働契約法第18条に違反している。 

ウ 本件雇止めの理由は、「雇用契約書19条２項５号に記載された限定正

社員登用試験を受験せず、同試験に合格しなかったため」とされている

ところ、同号には「５）限定正社員登用試験による判断 下記の対象期

間に実施される限定正社員登用試験において合格したとき。」と規定さ

れている。しかるに、限定正社員登用試験への抗議を目的として、試験

日に指名ストライキを行ったＡには、同号に規定する「限定正社員登用

試験による判断」がなされておらず、本件雇止めは不当である。 

エ 限定正社員制度説明会において、Ａの「試験で選別するのはおかしい」

旨の発言に対し、Ｙ１会社管理職のＢ４は「Ａさんが言うようには出来な

い。選別させていただく」と明確に発言した。Ｂ４の上記発言は、組合の

執行委員長であるＡに向けて発せられ、同席していた多くの労働者が「労

働組合の組合員は排除する」と受け取った。また、労働者の中には「マネ

ージャーから『労働組合にいたら今回の件で解雇される』という言葉を聞

いた。マネージャーが言うということはもっと上の管理職がそういう話を

しているのではないか」と話す者もいた。これまで、組合が組合役員とし

て通告した労働者から次々に雇止めとなった経緯がある中、Ｙ１会社は、

労働組合を排除する意図をもって限定正社員制度を導入したのであり、本
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件雇止めは、Ａが行ったストライキに対する報復である。 

（被申立人らの主張） 

ア 組合が非難する限定正社員登用試験の導入については、厚生労働省労

働基準局労働条件政策課作成の「労働契約法の一部を改正する法律に係

る質疑応答について（平成25年２月14日版）」と題する文書において、

「社内でそのような正社員登用制度を設けることは禁止されない」と明

確に記載されていたものであり（同文書12頁）、登用試験制度の導入は

何ら違法・不当なものではない。 

加えて、限定正社員登用試験導入後の試験結果も、Ａと同じ時期の試

験合格率は95％（試験対象者229名に対して不合格者11名）を超えるも

のであり（なお、不合格者11名の中には契約更新を希望しないために受

験しなかった者も含まれているため、実質的な合格率は更に高い。）、

Ｙ１会社において導入した同制度は不合理なものではない。 

イ Ｙ１会社は、Ａとの関係では、平成29年１月25日に限定正社員制度説

明会を開催した上で、同年２月21日には限定正社員制度を導入した同年

４月１日からの雇用契約書の内容について、個別面談を実施して説明し

た。その際、Ａは一旦反対意見を述べたものの、同年２月27日、自ら署

名捺印した雇用契約書をＹ１会社に提出し、このときも特段のやりとり

はなかった。結局のところ、Ａ自らの意思で本件労働契約を締結したの

であり、強制されたのではない。 

ウ Ａに対する本件雇止めは、Ａが自身の試験日当日にストライキと称し

て限定正社員登用試験を受験せず、その翌日に準備した試験も受験しな

かったため、Ｙ１会社とＡとの間で締結された本件労働契約において定

められた「限定正社員登用試験において合格したとき」という更新事由

を満たさなかったことを理由とするものである。Ａが組合員であること

を理由とするものではない。 

エ 限定正社員制度説明会において、Ａから、無条件で無期転換すべきで

あり試験実施には納得できない、試験実施には組合員を排除する意図が

あるという趣旨の発言がなされたが、Ｙ１会社のＢ４より、限定正社員

登用試験制度を導入することは法律上禁止されていないこと及び限定正

社員登用試験には組合員を排除する意図はないことを説明している。同

試験に組合員を排除する意図がなかったことは、Ａと同じ時期に実施
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された同試験の結果からみても明らかである。 

⑶ 組合からの団体交渉申入れに対するＹ１会社の対応の労組法第７条第２

号該当性（争点３）について 

（申立人の主張） 

ア 組合は、平成24年２月以降、就業時間内・就業施設内での団体交渉を

申し入れてきたが、Ｙ１会社はこれを拒否し、これまで団体交渉は開催

されていない。 

イ 組合の執行委員長であるＡの家庭の事情から、就業時間外に団体交渉

を行うことは困難である。また、就業施設外で団体交渉を行うとした場

合、Ｙ１会社は、団体交渉の場所となる会議室使用料の負担を組合に求

める考えを有している。以前にＹ１会社が団体交渉の場所として指定し

た就業施設外の会議室使用料は１時間当たり1,500円であり、組合にとっ

て大きな財政負担となるため、就業施設外で団体交渉を行うことは困難

である。これに対し、Ｂ３事業所内には、Ｙ１会社が賃借し業務に支障

なく使用できる会議スペースがある。 

ウ 以上のとおり、組合は就業時間内・就業施設内での団体交渉の申入れ

を行ってきたものの、Ｙ１会社は、一切の譲歩をしないことで団体交渉

を破壊してきたのである。   

（被申立人Ｙ１会社の主張） 

ア 本件審査の対象となる本件申立て以前の１年間における、組合からＹ１

会社に対する団体交渉の申入れは、平成30年３月30日付けの１回であり、

これに対して、Ｙ１会社は、速やかに書面で回答している。また、組合

からの平成29年４月の団体交渉申入れに対しては、同年５月８日付けの

書面で、同年10月の団体交渉申入れに対しては同月14日付けの書面で、

それぞれ回答している。いずれの団体交渉の申入れについても、組合は、

就業時間内・就業施設内での団体交渉を求め、Ｙ１会社は就業時間内・

就業施設内での団体交渉には応じられない旨の回答をしており、Ｙ１会

社が団体交渉自体を拒否した事実は一切ない。 

イ 労働者は、就業時間中は職務に専念する義務を負っている。この義務

は、労働組合員であっても同様である。本件においては、Ａは、Ｙ１会

社からＹ２会社に派遣されている派遣労働者であり、仮にＹ１会社が、

Ａを執行委員長とする組合と就業時間内において団体交渉を行えば、そ
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の間、Ａは業務を行えず、Ｙ１会社はＹ２会社に対して労働者派遣契約

の債務不履行責任を負う関係にある。 

また、使用者は、会社施設の施設管理権を有するものであり、労働組

合活動との関係においても、使用者が労働組合に施設を利用させなけれ

ばならない旨の受忍義務を負ったりすることはなく、その利用を許さな

いことが使用者の施設管理権の濫用と認められる特段の事情がない限り、

労働組合による会社施設の利用は正当性を有しない。 

このようなことからすれば、Ｙ１会社が、就業時間内・就業施設内で

の団体交渉に応諾しなければならない義務はなく、就業時間内・就業施

設内での団体交渉には応じられないとしたことには合理性がある。 

ウ Ｙ１会社は、就業時間外・就業施設外の適切な場所における団体交渉に

は応じる用意がある旨を明確に伝えている。従前の紛争の経過に照らし

てもＹ１会社が団体交渉の開催を殊更困難にするよう提案をしていた事

実はなく、Ｙ１会社が「就業時間外・就業施設外の適切な場所における

団体交渉には応じる」としたことは従前と同様の提案という趣旨であり、

団体交渉の開催を困難にするものではない。 

   

第３ 当委員会が認定した事実 

前記第２の２の前提となる事実に加え、証拠及び審査の全趣旨によると、

以下の事実が認められる。 

 １ Ｙ１会社は、契約社員との契約満了及び更新に当たっては、期間満了の１

か月前までに、派遣元責任者と契約社員との面談を行い、更新する場合の労

働契約書を提示し、その内容の説明を行った上で、契約社員から労働契約書

への署名押印を受けていた。 

【乙10、審Ｂ４証人37頁】 

２ 平成29年２月21日、Ｙ１会社は、Ａと面談し、同年４月１日から同30年３

月31日を契約期間とする平成29年２月６日付け雇用契約書を提示し、同契約

書の内容等について説明した。 

同面談において、Ａは、限定正社員登用試験に合格することを更新事由

とする条項について反対意見を述べたものの、同年２月27日、Ｙ１会社に対

し、署名押印の上、上記雇用契約書を提出した。 

【甲１の11、乙10、審Ａ本人７頁、審Ｂ４証人37頁】 
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３⑴ 平成29年４月24日、組合は、限定正社員制度・試験制度の撤廃等を要求

するとともに、就業時間内・就業施設内での団体交渉を申し入れた。 

これに対し、同年５月８日、Ｙ１会社は、就業時間内・就業施設内での

団体交渉には応じられないこと、就業時間外・就業施設外の適切な場所に

おける団体交渉には応じる用意があること、限定正社員制度・試験制度を

撤廃する考えはないことなどを回答した。 

Ｙ１会社は、同回答において、さらに、「団体交渉のルール作りのため

の事前調整」という目的の範囲であれば、就業時間外・就業施設内におい

て組合の執行委員長との間で協議に応じる用意があるとして、具体的な日

時を提案するよう組合に求めた。なお、就業時間は、社員が職務に専念す

る時間であるから、事前調整であっても就業時間内での協議には応じられ

ない、としていた。 

   これに対し、組合は、Ｙ１会社に対して団体交渉の事前調整を求めるな

どの更なる対応をしなかった。 

【甲６、甲７、審Ａ本人26頁・27頁、審査の全趣旨】 

⑵ 平成29年10月10日、組合は、同月15日から開始する限定正社員登用試験

の中止等を要求するとともに、就業時間内・就業施設内での団体交渉を設

定すること、交渉に関して調整を希望する場合についても、就業時間内・

就業施設内での実施を求めて、回答期限を同月14日と定めて申し入れた。 

これに対し、同月14日、Ｙ１会社は、就業時間内・就業施設内での団体

交渉には応じられないこと、就業時間外・就業施設外の適切な場所におけ

る団体交渉には応じる用意があること、限定正社員登用試験を撤廃する考

えはないことなどを回答し、また、上記⑴の回答と同様に、団体交渉のル

ール作りのための事前調整という目的の範囲であれば、就業時間外・就業

施設内において組合の執行委員長との間で協議に応じる用意があるとして、

具体的な日時を提案するよう組合に求めた。 

これに対し、組合は、Ｙ１会社に対して団体交渉のための事前調整を求

めるなどの更なる対応をしなかった。 

【甲８、甲９、審Ａ本人26頁・27頁、審査の全趣旨】 

 ４⑴ 平成29年10月13日、Ｙ１会社は、Ａに対して、同月19日を限定正社員登 

用試験の試験日とすることを通知した。 

       【甲15、審Ｂ４証人34頁】 
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⑵ 試験日当日である平成29年10月19日、Ａは、組合の指名を受けてストラ

イキを行うとし、同試験を受けなかった。 

【甲10、乙10、審Ａ本人８頁・16頁、審Ｂ４証人34頁・35頁】 

⑶ 平成29年10月20日、Ｙ１会社は、Ａに対して、限定正社員登用試験につ

いて再試験を希望するか尋ねたところ、Ａは、試験を受けろというのであ

れば再度ストライキを行う旨述べて再試験を希望しなかった。 

【乙10、審Ａ本人８頁・16頁、審Ｂ４証人34頁・35頁】 

５⑴ 平成30年２月６日、Ｙ１会社は、Ａと面談し、Ａは限定正社員登用試験に

合格しなかったため、本件労働契約の期間満了となる平成30年３月31日をも

って雇止めとなる旨通知した。 

これに対し、Ａは、「ストライキという正当な権利をもって交渉を求め

て抗議した。試験そのものを受けていないため、不合格とは言えず、雇止

め理由とはならない。雇止めの根拠を示すべきだ」と抗議した。 

【乙10、審Ａ本人９頁、審Ｂ４証人46頁、審査の全趣旨】 

⑵ 平成30年２月20日、Ｙ１会社の保険事業推進部長であるＢ４は、会社本

社からＢ３事業所を訪れ、Ａに対し、個別面談を求めた。しかしながら、

Ａは、業務中であることを理由に、Ｂ４との個別面談に応じなかった。 

Ｂ４は、Ａに対する同日付け雇用契約終了通知書について、上記面談に

おいてその内容を説明する予定であったが、Ａが面談に応じないため、Ａ

に対して通知書を交付してその場を立ち去った。 

 【甲11、乙10、審Ａ本人11頁・12頁、審Ｂ４証人49頁ないし51頁・60頁・61頁】 

６ Ａと同時期の限定正社員登用試験対象者の総数は229名であり、そのうち同

試験不合格により労働契約終了となった者はＡを含めて11名であった。11名

のうち組合員はＡのみであり、また同試験を受験せずに不合格となり、労働

契約終了となった者はＡを含めて４名であった。 

【乙10、審Ｂ４証人38頁、審査の全趣旨】 

７ 平成30年３月30日、組合は、Ｙ１会社に対し、要求書兼団体交渉申込書

（乙４）を交付し、就業時間内・就業施設内での団体交渉の要求、Ａに対す

る本件雇止めの撤回の要求、その他雇止め、組合活動、賃金、労働時間等複

数にわたる項目を求め、同年４月６日までに文書にて回答するよう申し入れ

た。 

これに対し、Ｙ１会社は、同月５日付けの文書にて組合に対して回答期限
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の猶予を求めた上で、同月11日、組合に対し、就業時間内・就業施設内での

団体交渉には応じられないこと、就業時間外・就業施設外の適切な場所にお

ける団体交渉には応じる用意があること、Ａの雇止めを撤回する考えはない

こと、その他要求書兼団体交渉申込書に記載された複数の要求事項に対する

回答を記載した回答書を交付した。 

これに対し、組合は、Ｙ１会社に対して団体交渉の事前調整を求めるなど

の更なる対応をしなかった。 

【乙４ないし乙６、乙10、審Ａ本人27頁、審Ｂ４証人31頁ないし33頁】 

 

第４ 当委員会の判断 

１ 本件雇止めについてのＹ２会社の労組法第７条の使用者該当性（争点１）

について  

Ｙ２会社は、Ｙ１会社との間の労働者派遣契約に基づき、Ｙ１会社からＡ

を含む派遣労働者らの派遣を受けている派遣先事業主である。 

労組法第７条の使用者は、一般に労働契約上の雇用主をいうところ、雇用

主以外の事業主であっても、雇用主から労働者の派遣を受けて自己の業務に

従事させ、その労働者の基本的な労働条件等について、雇用主と部分的とは

いえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位

にある場合には、その限りにおいて、当該事業主は労組法第７条の使用者に

当たると解される。 

本件においては、前記認定のとおり、Ａとの有期労働契約の締結、各更新

手続及び本件雇止めの通知等の雇用管理は、雇用主であるＹ１会社が行って

おり、また、本件雇止めの理由となった限定正社員制度の導入、同制度の導

入についての労働者らに対する説明、限定正社員登用試験の実施及び同試験

不合格を理由とする本件雇止めの判断のいずれもＹ１会社が行っていること

が認められ、本件雇止めについて、派遣先事業主であるＹ２会社が現実的か

つ具体的に支配、決定していたことを窺わせる証拠は全くない。 

したがって、本件雇止めについて、Ｙ２会社は労組法第７条の使用者に該

当するとは認められないので、本件申立てのうちＹ２会社に対する申立てに

は理由がない。 

２ 本件雇止めの労組法第７条第１号該当性（争点２）について 

⑴ Ｙ１会社が、限定正社員登用試験に合格しなかったことを理由にＡにつ
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き本件雇止めをしたことが、労働契約法第19条に抵触するか。 

ＡとＹ１会社との間の労働契約については、有期労働契約が反復して更

新されている事実が認められる。他方、各労働契約の契約期間満了に先立

ち、Ｙ１会社は、Ａとの間で面談を実施し、更新後の契約内容を説明して、

労働契約書を取り交わして労働契約が締結されている。また、雇用主であ

るＹ１会社において、Ａに対し、継続雇用を期待させるような言動がなさ

れていたことを窺わせる事情はない。その上で、平成29年１月、Ｙ１会社

は、Ａを含むＢ３事業所の従業員に対し、限定正社員制度の導入を説明し、

同年２月、Ｙ１会社は、Ａに対し、労働契約の更新には、限定正社員登用

試験への合格が条件であることを明確に伝えた上で、本件労働契約を締結

している。 

これらによれば、ＡとＹ１会社の間で、労働契約法第19条第１号に規定

するような期間の定めのない労働契約が存在する場合と実質的に異ならな

い関係が生じていたとは認められず、また、同条第２号に規定するような

契約更新についての合理的期待が生じていたものとは認められない。 

なお、組合は、Ｙ１会社が限定正社員制度を導入し、本件労働契約の契

約更新事由として限定正社員登用試験の合格を新たに加えたことが、労働

契約法第19条第１号及び同条第２号に違反するとも主張する。しかしなが

ら、契約社員に対する評価の方法やその評価を契約更新の判断に反映させ

るかどうかはＹ１会社の経営判断に属する事項であって、原則としてＹ１

会社の裁量に委ねられている。Ｙ１会社が本件労働契約の更新事由として

限定正社員登用試験の合格を追加したことは、Ｙ１会社の上記裁量を逸脱

するものとはいえず、労働契約法第19条に抵触するものでもない。 

以上からすれば、本件雇止めは、労働契約法第19条には抵触しない。 

  ⑵ Ｙ１会社が限定正社員制度を導入したことは、労働契約法第18条に違反

するか。 

Ｙ１会社は、平成25年４月１日にいわゆる無期転換ルールを定めた改正

労働契約法第18条が施行されたことを受けて、契約社員又はパートタイム

社員のうち次回の労働契約更新時に勤続５年超が見込まれる者を対象に限

定正社員登用試験を実施し、同試験に合格した者を勤務地や職務内容を限

定した正社員として登用するという限定正社員制度を導入したものである。 

労働契約法第18条は、使用者がいかなる正社員登用制度をとるかについ
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て規制するものではなく、Ｙ１会社が上記限定正社員制度を導入したこと

をもって、労働契約法第18条に違反するとか、同条を潜脱する意図による

ものであるとはいえない。 

⑶ 限定正社員登用試験への抗議を目的として、指名ストライキを試験日に

行ったＡについては、本件労働契約の更新事由の一つである「限定正社員

登用試験による判断」がなされていないものとして、本件雇止めが不当な

ものといえるか。 

前記認定のとおり、Ａは、Ｙ１会社による限定正社員登用試験の実施を

確知しながら同試験を受けることなく、さらに、Ｙ１会社から再試験を希

望するか尋ねられた際にも、その希望を示さなかったというのである。 

そうだとすると、Ｙ１会社が、自らの意思で受験しなかったといえるＡ

については、合格の判定がされた事実が存在しない以上、同試験に合格し

たときと規定する本件労働契約の更新事由を充足しないと判断したことに

は、何ら不当・不合理という余地はない。 

  ⑷ 限定正社員制度の導入は組合を排除する意思に基づくものか、あるいは、

本件雇止めはストライキに対する報復であるか。 

限定正社員制度は、組合員と非組合員とを問わず、契約社員又はパート

タイム社員のうち、次回の労働契約更新時に勤続５年超が見込まれる者を登

用試験対象者とするものであり、限定正社員登用試験の実施やその結果に基

づく契約更新の判断において、組合員に対して恣意的な運用が行われたこと

を窺わせる証拠はない。 

したがって、Ｙ１会社には組合を排除する意思をもって限定正社員制度

を導入したとはいえないし、本件雇止めがストライキに対する報復ともい

えない。 

⑸ 以上のとおり、本件雇止めは、労組法第７条第１号の不利益取扱いには

該当しない。 

３ 組合からの団体交渉申入れに対するＹ１会社の対応の労組法第７条第２号

該当性（争点３）について 

⑴  平成30年３月26日以前の団体交渉申入れに係る申立てについて 

本件申立ては、組合結成時からの団体交渉申入れを対象とするものであ

る。このうち、本件申立てより１年以上前になされた団体交渉申入れ、す

なわち、組合が結成された平成24年２月12日から平成30年３月26日までの
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間になされた団体交渉申入れに係る救済申立てについては、労組法第27条

第２項の申立期間を経過している。この間における最後の申立ては、平成

29年10月10日付けの団体交渉申入れであるところ、前記認定のとおり、同

団体交渉申入れに対する回答は同月中になされており、その後組合と会社

との間で同申入れに係る協議等を行ったような事情もないことから、上記

申入れが平成30年３月27日以降に継続する行為とは認められない。 

したがって、本件申立てのうち、平成30年３月26日以前の団体交渉申入

れに係る申立てについては、却下するのが相当である。 

⑵ 平成30年３月30日付け団体交渉申入れについて 

ア そこで、組合が平成30年３月30日付け団体交渉申入れにおいて就業時

間内・就業施設内での団体交渉を求めた（以下「本件団体交渉申入れ」

という。）のに対し、Ｙ１会社が就業時間内・就業施設内での団体交渉

には応じられないこと、就業時間外・就業施設外の適切な場所における

団体交渉には応じる用意があると回答したことが、団体交渉拒否に該当

するか検討する。 

   イ 前回事件においても、当委員会は、組合が就業時間内・就業施設内の

団体交渉を求めたのに対し、Ｙ１会社が就業時間内・就業施設内での団

体交渉には応じられないとし、就業時間外・就業施設外の適切な場所に

おける団体交渉には応じる用意があると回答したことは、団体交渉拒否

には該当しないと判断している。その要点は、使用者が負う団体交渉応

諾義務としては、労働組合が指定する日時及び場所での団体交渉に応じ

なければならない義務までを負うものではなく、支障があるときは、別

の日時及び場所を示すなど誠意をもって対応し、団体交渉の開催に向け

て努力すべきものであること、就業時間内・就業施設内の団体交渉につ

いては、慣行上許されている場合や使用者の許諾がある場合は格別、そ

のような事情が認められない場合には使用者がこれに当然に応諾しなけ

ればならないものではないことを踏まえ、組合の団体交渉申入れに対し、

就業時間外・就業施設外での団体交渉を提案したＹ１会社の対応は、団

体交渉拒否とはいえないとするものであった。 

ウ 前記認定事実によれば、組合は、Ｙ１会社が導入した本件限定正社員

制度の撤廃を求めて、平成29年４月24日及び同年10月10日にそれぞれ団

体交渉を申し入れ、その際、いずれも就業時間内・就業施設内での団体
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交渉を求め、これに対し、Ｙ１会社はいずれの申入れに対しても、組合

が設定した回答期限内に、就業時間内・就業施設内では応じられないと

した上で、就業時間外・就業施設外であれば団体交渉には応じると回答

した。 

また、本件団体交渉申入れにおいて、組合は、Ａに対する本件雇止め

の撤回を始めとする複数の要求事項を掲げて団体交渉を要求するととも

に、就業時間内・就業施設内での団体交渉を求めたのに対し、Ｙ１会社

は、期限の猶予を求めた上で速やかに回答し、就業時間内・就業施設内

では応じられないとした上で、就業時間外・就業施設外であれば団体交

渉には応じる旨回答した。これに対し、組合は、Ｙ１会社に対し更なる

対応をしていない。 

これらの事情については、前回事件に対する当委員会の前記判断がそ

のまま妥当するものであって、就業時間内・就業施設内における団体交

渉の開催を求める組合の団体交渉申入れに対し、Ｙ１会社の対応は、就

業時間外・就業施設外での団体交渉には応諾する旨回答していることか

らすれば、前回事件と同様に、これを団体交渉拒否ということはできな

い。 

これに加えて、本件においては、Ｙ１会社は、組合に対し、「団体交

渉のルール作りのための事前調整」という目的の範囲であれば、就業時

間外・就業施設内において委員長との間で協議に応じる用意があるとし、

具体的な日時を提案するよう組合に求めることもしていたところ、組合

は、Ｙ１会社の提案にかかる団体交渉のための事前調整・協議には何ら

対応しなかったというのである（前記第３・３(1)(2)）。このような事

実からすると、従前の姿勢に固執することなく組合との協議・調整の機

会を設けることを試みていたＹ１会社の姿勢とは相反して、Ｙ１会社の

提案に対し一顧だにしない組合側の態度からは、自ら申し入れた団体交

渉の実現に向けて努力する姿勢は全くみられないというほかはない。 

エ そうすると、組合からの本件団体交渉申入れに対し、Ｙ１会社は就業

時間外及び就業施設外であれば応じる旨回答していたこと、Ｙ１会社は

事前調整であれば就業施設内での協議に応じると回答し、組合との団体

交渉の実現に向けて誠実に努力していたと評価できることからすると、

組合からの本件団体交渉申入れに対し、Ｙ１会社がその時間及び場所に
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ついて組合の要求する内容にて団体交渉を持つことはできないと回答し

たからといって、組合との団体交渉そのものを拒否したということはで

きず、労組法第７条第２号の団体交渉拒否には当たらないというべきで

ある。 

 

第５ 法律上の根拠 

  以上の次第であるから、本件申立てのうち、平成30年３月26日以前の団体

交渉申入れに係る申立てについては、労組法第27条第２項により申立期間経

過後のものであるから却下し、その余の申立てについては、理由がないので

棄却することとする。 

以上の判断に基づき、当委員会は、労組法第27条の12及び労働委員会規則

第33条及び第43条に基づき、主文のとおり命令する。 

 

   令和２年７月９日 

 

               沖縄県労働委員会 

                   会 長  藤 田 広 美 

 


